
・部会員は事業実施にあたり構成員及び各集落内の組織等の協力を得て部会員を選出する。

・特別部会は、役員会の承認を経て設置する。(規約第17条第２項)

広 報 部 会 交流企画部会

・地域情報誌発行
・地域資源の活用
・情報発信の研究

・地域全体イベン
　トの開催
・交流事業の推進

・専門部会は、必要に応じ設置する。(規約第16条第１項)

・部会長、副部会長は、役員会において理事の中から選出する。(規約第16条第４項)

専門部会

三面地域まちづくり協議会組織図

令和３年４月１日現在

総　　　会
(集落選出の代議員25名)

評議委員会
(区長10名)
※顧問

役　員　会

会　　長

監　　事
(２名)

副 会 長
(２名以内)

事務局長
事　務　局
(地域振興課)

理　　事
(若干名)
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